
各種申請用紙は医師国保ホームページからダウンロードできます！

 宮城県医師国保 検索URL : http://www.m-ishikokuho.or.jp

※ 第１種組合員Ｂ（７５歳以上） 6,000円

平成２８年度も被保険者の皆様が簡単に負担なく健診を実施していただけるよう、
健診助成金による自己負担なしの健診をはじめ、忙しくて平日の健診が難しい方々
の為に、日曜健診の実施も予定しています。健診のお知らせ及び受診券は家族や
従業員分の受診券も含みますので、大切に保管又は配布方お願いします。
４月や５月（受診券が届く前）に健診ご希望の方は組合まで直接ご相談ください。

※ 開業されていない方は自宅へお届けします。

第1種組合員医療分 介護保険料
（４０歳～６４歳）

後期高齢者支援金
（０歳～７４歳）

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平成２８年度 健診のお知らせ（受診券）は５月下旬に
事業所宛てに一括送付予定です。

3,700円4,100円5,600円
第2種組合員医療分 家族医療分

（第1種・第2種）

20,600円 8,600円

などによる

保険料区分 平成28年3月まで 平成２8年４月から

マイナンバー制度に関するお知らせ

3,900円

,3 500円

医師国保組合の諸手続きにおけるマイナンバー（個人番号）の取り扱いは、現在準備中です。

具体的な取り扱いが決定次第、別途ご連絡いたしますので、しばらくお待ちください。

通知カードやマイナンバーカードは大切に保管してください。

新規採用に伴う資格取得届や、就職・退職に伴う資格喪失届は忘れずに提出してください。

手続きは自動的に喪失されません。必ず書面による届け出が必要です。

医師国保を喪失後、新しい保険証が届くまでの間、医師国保の保険証を使用することは

できません。後日、かかった費用を直接請求いたしますので、ご注意ください。

発行元：仙台市青葉区大手町１-５-４F　宮城県医師国民健康保険組合　電話022-227-0516

（参考）平成28年度保険料（医療分保険料、Ｂ組合員保険料は据え置きです。）

後期高齢者
支　援　金
（０歳～７４歳）

（４０歳～６４歳）
介護保険料

I s h  i  k  o  k  u  h  o I  n  f  o  r  m  a  t  i o n .

変平成２8年４月から保険料が わります。 （１人当たり月額）


